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第 二条職 業能力開発校等において行う職業 訓 練に関する条例(平 成二十五年石川県条例第十八

号 )の一 部 を次のように改正する。

第 六条第四号中「短期大学」の下に「(同法による専門職大学の前期課程を含む。) 」を、「者」

の 下に「(同法による専門職大学 の 前期課程にあっては、修了した者)」を加える。

( 石川県水道用水供給事 業に 係る布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例の一 部

改 正)

第 三条石 川県水道用水供給事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例

( 平成二 十 四年石川県条例第六十五号) の 一 部 を次のように改正する。

第 三 条 第三号中「短期大学」の下に「(同 法による専門職大学の前期課程を含む。 ) 」を、「後」

の 下に「 ( 同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)」を加える。

第 四条第二号中「後」の下に「(学 校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了し

た 後)」を、「同条第三一 号 に規定 す る学校を草業した者」 の 下に「( 同 法による専門職大学 の 前期

課 程 に あ っ て は、修了した者 )」 を加える 。

附 則

こ の条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

石 川 県 手数料条例 の 一部を改正する条例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 コ 一 十一年三 月 二 十 日

石 川 県 知事 本 正谷

石 川県条例第二号

石 川県手数料条例の一 部 を改正する条例

石 川県手数料条例(平成十二年石川県条例第七号)の 一部を次のように改正する。第 一 条
別 表 二 十 四の項中「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」 を 「日本農林規格

等 に関する法律」に改め、同項1 中 「第十四条第二 項 」を「第十条第二 項 」に、「の認定」を「 の

認 証」に、「有機農産物生産行程管理者認定申請手数料」を「有機農産物生産行程管理者認証申

請 手数料」 に 改め、同項2 中 「第十四条第二項の認定」を「第十条第二 項 の認証」に改め、同項

3 中 「第十五条第一項」 を 「 第 十一条第一項」に、「の認定」を「 の 認証」に、「有機農産物小分

け 業者認定申請手数料」を「有 機農産物小分け業者認証申請手数料」に改め、同項4 中 「第十五

条 第一項の認定」を「第十一条第一 項 の認証」に改め、同表二十六の項中臼を臼とし、位を似と

し 、臼を臼とし、ωを 位とし、回を引とし、犯をωと し、貯を印とし、切を回とし、日を貯とし、

日 を回とし、日を回とし、日の前に次のように加える。

憲
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54
 

査す審る
対請の申に

特例の許可
関す問るに

期等設置の
仮行設興場

規定すにる
五条六項

第
八法第十 ノ万十円
、

別 表二十六の項臼中「仮設建築物の」を「仮設興行場等の」に、「仮設建築物建築許可申請手

数 料」を「仮設興行場等建築許可申請手数料」に改め、同項中臼を臼とし、日 を臼とし、ハ U J・ P ・ - i

F hdJhZFhd 

円 引を必とし、必 を幻とし、必 を必とし、必を必とし、円 切を叫と却 を切とし、川 切を却とし、〉 」 1 レ 、

し 、必を必とし、引 を必とし、却を叫とし、却を却とし、おをおとし、幻をおとし、泌を幻とし、

お をおとし、M を おとし、おを鈍とし、認をおとし、担を犯とし、却を訂とし、却をぬとし、お

を 却とし、幻をおとし、却を幻とし、おをおとし、担をおとし、お を M と し、辺をおとし、幻を

げ を時とし、日 を口とし、日 を凶とし、4 bCF0 

1 i{耳 1 1 i却 を幻とし、四 を却とし、時 を叩とし、辺 とし、

〉 」 1 ν 、 日 を凶とし、同項ロ中「第四十三条第一項ただし書」を「第四十三条第二項第二号」に改

め 、同項中ロを日とし、日 の次に次のように加える。
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審査
請対すにる

認定のの申
定す建築る

号仁規
第

条第項二一
法十第回

認定請手数料申
路のと

建築物

係関
の

建の築
敷地道と 千万七円

第 二条石 川県手数料条例の一部を次のように改正する。

別 表二十六の項1 (二 ) 、同項2 、 同項8 及 び同項日中「第八十七条の二」を「第八十七条の

四 」に改め、同項中日をωと し、 ω の 前に次のように加える。
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十 六万円同 ω 法 第八十

七 条の三第

六 項に規定

す る特別興

行 場等とし

て の使用に

関 する特例

の 許可の申

請 に対する

審 査

用 途変更による特

別 興行場等として

の 使用の特例許可

申 請手数料

別 表二 十六の項臼中「第八十 六条の八第一項」の下に「若しくは第八十七条の二第一項」を加

ぇ、 「同 条第三 項 」を「法第八十六条の八第三 項 (法第八十七条の二第二項において準用する場

合 を含む。) 」 に改め、同項中川出を的とし、日を侃とし、位 を臼とし、臼を臼とし、ωを 臼とし、

印 を臼とし、日をωと し、 町 を印とし、日を回とし、日 を貯とし、口 北を回とし、日を日とし、的必

を 弘とし、日を臼とし、切 を臼とし、却を日とし、必 を叩とし、幻 を ω と し、必を必とし、

幻 とし、必を必とし、円却を必とし、必を必とし、引 を必とし、川 叩を必とし、同項お中「第六十七

条 の三第九項第二号」 を 「第六十七条第九項第二号」に改め、同項却を同項引とし、同項お中「第

六 十七条の三 第 五項第二号」を「第六十七条第五項第二号」に改め、同項却を同項ωと し、同項

幻 中「第六十七条の三第三 項 第二 号 」を「第六十七条第三項第二 号 」 に 改め、同項中訂をぬとし、

坊 をおとし、おを幻とし、お をおとし、犯 を加とし、訂をおとし、却 を認とし、m m討 をおとし、

を 訂とし、泌をおとし、幻を却とし、却をおとし、おを幻とし、M を おとし、おをおとし、同項

n中 「第五十三条第五項第三号」を「第五十三 条 第六項第三 号 」に改め、同項中辺をM と し、引μ

を おとし、却を辺とし、日を幻とし、時の次に次のように加える。
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第 三条
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( 日常生活

に 必要な建

築 物)の申

請 に対する

審 査

別 表一の項を次のように改める。
剖 緬 bラ 期

小 型漁船の総トン

数 の測度に関する

政 令(昭和二十八

年 政令第二百五十

九 号)第一 条 に規

定 する小型漁船の

総 トン数の測度

小 型漁船総

ト ン数測度

手 数料

石 川県手数料条例の一部を次のように改正する。

加々 ミ主

八 口白u ↑ に

品 川，町村川、t G

( 明治三十

二 年法律第

四 十六号)

に 関する事

務

イ 全部の容積の測度又は上甲

板 下全部の容積の測度を行う

場 合一隻につき
三 万七千円

一 隻につき

二 万六千円

ロ そ の他の場合

別 表八十三の項1 中 「七千五百円」を「九千二 百 円」に改め、同表八十六の項5 中 ホを削り、

ヘ をホとし、同表八十七の二の項5 中 「八千五百六十円」を「一 万 五千百五十円」に、「一万五

第 四条
千 百五十円」を「三万四千七百七十円」に改める。

石 川県手数料条例の一部を次のように改正する。

別 表八十四の項を次のように改める。

八 十四所有

者 不明土地

の 利用の円

滑 化等に関

す る特別措

置 法(平成

三 十 年法律

第 四十九号。

以 下この項

に おいて

「 法」とい

う 。)に関

す る事務

- 法第十条第一

項 に規定する特

定 所有者不明土

地 の土地使用権

等 の取得の裁定

の 申請に対する

審 査

土 地使用権

等 取得裁定

申 請手数料

イ 損失補償の見積額が十万円

以 下の場合二万七千円

ロ 損失補償の見積額が十万円

を 超え百万円以下の場合二

万 七千円に損失補償の見積額

の 十万円を超える部分が五万

円 に達するごとに二千七百円

を 加えた金額

ハ 損失補償の見積額が百万円

を 超え五百万円以下の場合

七 万五千六百円に損失補償の

見 積額の百万円を超える部分

が 十万円に達するごとに三千

四 百円を加えた金額

ニ 損失補償の見積額が五百万

円 を超え二千万円以下の場合

二 十 一万千六百円に損失補

償 の見積額の五百万円を超え

る 部分が百万円に達するごと

に 三千五百円を加えた金額

ホ 損失補償の見積額が二 千 万

申 請者

が 国又

は 都道

府 県で

あ る場

合 は、

手 数料

を 徴収

し ない。
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「
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め、
イ中
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万千二
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」円

中一「

」十円ー
、
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中

」十円
表八同

「中
「中
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「五
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を

、
(中4
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、
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「 三 万 二 千 百十円」 を 「 三 万 二 千 七百円」に改め、同項2 中 「千九百円」を「千九百三十円」に、

「 三万千二 百 八十円」を「三万千八百六十円」に改め、同項3 中 「五千百 五 十円」を「五千二 百

四 十円」に改め、同項4 中 「五千三 百 五 十 円」を「五千四百五十円」 に 、「二万三 千 八百八十円」

を 「二 万 四千三百 二 十 円 」 に 改め、同項5 中 「 一 万五千百五十円」を「一万五千四百三十円」に、

「 三万四千七百七十円」を「三 万 五 千 四百十円」 に 改め、同項6 中 「千六 百 六十円」を「千六百

九 十円」 に 改め、同表八十七の三 の 項イ中「 二 万 八千八百円」を「二 万 九千三 百 三 十 円」 に 改 め、

同 項ロ中「一 万 千 三 百 十円」を「一 万 千五百二十円」に改め、同項ハ中「四千六 百 二 十 円」 を 「四

千 七百十円」 に 改める。

附 則

( 施行期日)

1
 

こ の条例は、平成三 十 一 年 十月一 日 から施行する。 た だし、次の各号に掲げる規定 は 、当該各

号 に定める日から 施 行する。

第 一条の規定公 布の日

第 二条の規定こ の条例の公布の日又は建築基準 法 の一部を改正する法律(平成三十年法律

第 六 十 七号)の 施行の日のいずれか遅い日

第 三条及び次項の規定平 成三 十 一年四月一日

第 四条の規定平 成三十一年六月一日四
( 経 過措置)

2
 

第 三条の規定による改正後の別表八十七の二 の 項の規定は、前項第三 号 に掲げる規定の施行の

日 以後の依頼に係る試験の手数料について適用し、同日前の依頼に係る試験の手数料については、

な お従前の例による。

3
 

第 五条の規定による改正後の別表八十六の項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」

と いう。 ) 以後の依頼に係る試験、検査等の手数料について適用し、施行日前の依頼に係る試験、

検 査等の手数料については、なお従前の例による。

4
 

第 五条の規定による改正後の別表八十七の項の規定は、施行日以後の依頼に係る試験、加工 等

の 手数料について適用し、施行目前の依頼に係る試験、加工等の手数料については、なお従前の

例 による。

5
 

第 五条の規定による改正後の別表八十七の二の項の規定は、施行日以後の依頼に係る試験及び

林 業技術に関する情報の提供の手数料について適用し、施行目前の依頼に係る試験及び林業技術

に 関する情報の提供の手数料については、なお従前の例による。

石 川 県 能登空港条例 等 の一部を改正する条例 を こ こ に公布する。

平 成 コ 一 十一年三 月 二 十 日

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲
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石 川県条例第三号

石 川県能登空港条例等の一部を改正する条例

(石 川 県能登 空港条例の一部改正)

第 一条石 川県能登空港条例(平成十五年石川県条例第三十六号)の 一部を次のように改正する。

別 表第一備考二中「 O 八 」 を「一・こに 改める。

別 表第二のこの項イ中「千四百四十円」を「千四百六十円」に改める。

( 石川県立能楽堂条例の一部改正)

石 川県立能楽堂条例(昭和四十六年石川県条例第四十四号)の 一部を次のように改正する。第 二条

一
一
寸

別 表第一号の表中
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四
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四
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。
。
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。
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四
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五
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に 改める。を

L 」

別 表第六号の表特設舞台の項を削り、同表定式幕の項中「四、三 二 O 円 」を「四、四O O円 」

に 改め、同表能装束の項中「三、二四O 円 」を「三 、 一二 O O円 」に改める。

( 石 川県立白山ろく民俗資料館入場料条例の一部改正)

l
_
_
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石 川 県 立白山 ろ く民俗資料館入場料条例(昭和五十 四 年石川 県 条例第三十 一 号 ) の 一部を第 三条
次 の よ う に改正 す る。

別 表 中 「 二 O O円 」 を「二一 O 円 」 に 改める。

( 石 川 県 立美術館使用料条例の一部改正)

石 川 県 立美術館使用料条例(昭和 五 十八年石川 県 条例第二 十 八 号)の 一 部 を次のよ う に改第 四条
正 する。

別 表 第 一 第 一 項 の表中「三 六 O 円 」 を「三七O 円 」 に 改める。

別 表 第二特別観覧料の額の欄を次のように改める。

一
ノーム
、
ー、

ノ-
-L
、a

 、
四

観苦特
、

、
、

、

五
四

四
五

四
四

。
。

七
。

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

の
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
額

別 表 第三第一項第一号の表中「一 八 、 九 二 O 円 」 を 「一 九 、 二 七 O 円 」 に改める。

別 表 第三第一 項 第二号の表中

ー-
，

一 て 八六O 円一 O 、 七八O 円 一 五 、六 、四六O 円 一 O O円

ー
ー
寸

一 一 、 0 00円 一 O O円 一 五、四O O円

、

六 、六O O円

改 める。

別 表第三 第 一 項第三 号 の表中「一 、 四六O 円 」 を 「 一 、四八O 円 」 に 、「二、四O O円 」を「 二 、

四 五 O 円 」 に 改める。

一 三 O 円 」 を 「 三 、別 表 第三 第 四 項 中「三 、 二 O O円 」 に 改める。

別 表第四中「 二 、 O 八 O 円 」を「二、一 三 O 円 」に、 三 二 O 円 」 を 「三一一O 円 」 に、「五、一 一

三 O 円 」を「 五 、三三O 円 」に改める。

(石 川 県 立歴史 博 物 館 使用 料 条例の一 部 改 正 )

石 川 県 立歴史博物 館 使用料条例 ( 昭和六 十一年 石 川 県 条例第二十六号)の 一 部 を次のよう第 五条

ー ー
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平
卜
一
一
←
一

方 メ ト Jレ

ト一
一→

一一
一

ト一
一→

一一
一 -、、」 / 二 人 O 円

四 、七一 O 円

五 三 円一 日につき

( 石川県体育施設条例の一部改正)

石 川県体育施設条例(昭和三十九年石川県条例第四十六号)の 一部を次のように改正する。第 九条

五 六 O 円 」を「一四五、別 表第一号の表相撲競技のために使用する場合の項中「一四二、。

「 三、四四 O 」 を「三 、 五 一 O 」 に、 「 四、「 六三、七二O 」 を「六四、九O O」
- 7 」、ーO 円 」に、

「 七、 四 三 O 」 を「七、五 八 O 」 に改め、同表相撲競技以外の目九 五O 」 を「五、O 五 O 」 に、

的 で使用する場合の項中「一 二 三、八四O 」 を 「一 一 一 七、八O O」 に、 「 七、四三O 」 を「七、

五 八 O 」 に改める。

別 表第二号1 の 表アマチュアスポーツに使用する場合の項中「二 O O円 」をつ二O 円 」に、

二 四 O 」 を「三、三 0 0」 に、 「 二 、 一 六 O 」 を「二、「 一 一一 、「 二 0 0」 を「一 一 一 O 」 に、 二 O O」

に 、「一、六O O」 を「一、六四O 」 に 、「一 、 O 八 O 」 を 「 一、 一 O O」 に、 「 七、九八O 」 を

コ 二、六0 0」 を「一二一 、 0 00」 に 、「五、四0 0」 を「五、五O O」 に、「 八、 一 三 O 」 に、

「 一四、五六O 」 を「一 四、八四O 」 に、「二、五 八 O 」 を 「 二 、六三 O 」 に、 「 六、九0 0」 を

「 二三、九六O 」 を「二四、四一 O 」 に、 「 六四、八0 0」 を 「六六、「 七、 0 00」O 三 O 」 に、

に 改め、同表アマチュアスポーツ以外に使用する場合の項中「一一一八、 八 八 O 」 を「三九、六0 0」

0 00」 を 「 一 0 00」 に 、 「 二 七 O 、 0 00円 」 を 「 二 七 四、四六O 円 」に 、「一O 八 、 一 O 、

に 改める。

別 表第二号2 の 表アマチュアスポーツに使用する場合の項の金額の欄を次のように改める。
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別 表第二号2 の 表アマチュアスポーツ以外に使用する場合の項中「一ヱ ハ、

「 一 一 一、 五 七 O 」 を「一二 、 八一O 」 に、

0 00円 」 に 改め五 O O」 を「三五、一 四 O 」 に 、 「 二 七 O 、「 三回、

る

別 表第二号3 の 表第一会議室の項中「二、七九O 円 」を「二、八五O 円 」

0 00円 」 を「二七五、

加々 ミ主

三 O O」 を 「 二 六、
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-c。 同 相 同問 ω 円 相 ω 」 4 NCE(決 議司) 剖 期 ミ主緬 bラ 加々

に 、「一 、 O 二 O 」 を「一、O 四 O 」 に改める。

別 表 第八号5 の 表照明設備(個人使用の場合を除く。)の 項中「二、八 八 O 円 」を「二、九三

O 円 」に、「 七二O 」 を「七三O 」 に、 「 一 、 四四O 」 を「一、四 六 O 」 に改め、同表冷暖房設備

一一 O 」 を「四、一 九 O 」 に、「一、八五の 項中「一五、四二O 」 を「一五、七一 O 」 に、「四、

O 」 を 「 一 、八八O 」 に改め、同表 可動席の項中「 五 一、四二 O 」 を「五二 、 三 八 O 」 に、「一

O 二 、 八 五 O 」 を「一O 四 、七六O 」 に改める。

別 表第九号の表石川県卯辰山相撲場の項中「七七、七六O 円 」を「 七 九、二O O円 」 に 改め、

同 表石川県サッカー-ラグビー競技場の項中「二 八、 O 八 O 」 を 「 二 八 、六O O」 に改め、同表

石 川 県立野球場の項中「二 四、四 八 O 」 を「 一 六 、六0 0」 に改め、同表石川県立自転車競

技 場の項中「四七、五 二 O 」 を「四八、四0 0」 に改め、同表石川県西部緑地公園陸上競技場の

項 中「七、二 八 O 」 を「七、四 二 O 」 に改め、同表石川県西部緑地公園テニスコートの項中「四

九 、六八O 」 を「五O 、 六 O O」 に改める。

( 石川県女性センター条例の一部改正)

石 川県女性センター条例(平成五年石川県条例第六号)の 一部を次のように改正する。第 十条
別 表金額の欄を次のように改める。
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( 石川県保健所使用料及び手数料条例の一部改正)

石 川県保健所使用料及び手数料条例(昭和三十九年石川県条例第三十八号)の 一 部 を次第 十 一 条

の ように改正する。
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第 四条第三項第一号中「 九百七十 円」を「九百九十円 」に改 め 、 同項 第二号中「六百円」を「六

緬 bラ

百 十 円」 に 改める。

( 石 川 県 社会福祉会館使用料条例の一部改正)

第 十二条石 川県社会福祉会館使用料条例(昭和四十七年石川県条例第四十五号)

う に改正する。
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( 石 川 県自然 公園施設条例の一部改正)

第 十五条石 川県自然公園施設条例(昭和四十三年石川県条例第十三号) の 一部を次のように改正

す る。

p
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第 十一条第一 項 の表中

剖

一--
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五
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千ノ百十円
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百九

十円
十円

第 十六条

( のと海洋ふれあいセンター条例の一部改正)

緬 期bラ
一
一
寸

を

一

七百

九百ノ十円
、

千九百

十四円
十円

し一一

す る 。

の と海洋ふれあいセンター条例(平成六年石川県条例第五号)

加々 ミ主

に 改める。

し一一

の 一部を次のように改正

別 表中「二O O円 」をコ二O 円 」に、コ六O 円 」を「一七O 円 」に改める。

第 十七条

( 石 川 トライアルセンター条 例の一 部 改正)

る

石 川トライアルセンター条例(平成二年石川県条例第七号)の 一部を次のように改正す

別 表開放実験室の項から指導相談室の項までの金額の欄を次のように改める。
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第 十八条

( 石川ハイテク交流センター条例の一部改正)

改 正する。
石 川ハイテク交流センター条例(平成五年石川県条例第二十四号)の 一部を次のように

別 表中備考以外の部分を次のように改める。
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別 表(第十二条関係)
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( 石川県新分野創造開発支援センター条例の一部改正)

石 川県新分野創造開発支援センター条例(平成九年石川県条例第九号)の 一部を次のよ第 十九条

う に改正する。

別 表電波無響室の項中「三、一 八 O 円 」をコ二、二四O 円 」に改め、同表生活環境試験室の項

五 O O円 」を「三、中 「三、 五 七 O 円 」に改める。

( いしかわ次世代産業創造支援センター条例の一部改正)

い しかわ次世代産業創造支援センター条例(平成二十三 年 石川県条例第十四号)の 一 部第 二十条

を 次のように改正する。

別 表の一 の 項中「 三 、 一 一 O 円 」を「三、一 七 O 円 」に改め、同表の二の項中「二 、 三 八 O 円 」

を 「 二 、 四 三 O 円 」に改める。

( 石川県産業展示館条例の一部改正)

石 川県産業展示館条例(昭和四十七年石川県条例第四十八号)の 一部を次のように改第 二十一条

正 する。
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別 表 第一項を次のよ う に改める。
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四 O 円

一 号 館 式 一 日 に つき 三 、三一 O 円

二 号館 式 一 日 に つき 一 四 、九五O 円

一 平 方メートル一 日 につき

( 石 川 県 立伝統産業工芸館条例 の 一 部 改正 )

石 川 県 立 伝 統産業工芸館条例 ( 昭 和五十八 年 石 川 県条 例第四 十三号 )第 二 十 二 条 の 一 部 を次のよ

う に改正する。

別 表三 十 人 以 上 の団体の項中 「 二 O O円 」をつ 二 O 円 」 に改める。

( 石 川県立山中 漆器産業技術センター 条 例の一 部 改正)

石 川 県 立 山 中漆 器産業技術センター条例(平成八 年 石川 県条 例第三 十 三号)第 二 十 三 条 の 一部を

次 の よ う に改正する。

別 表 第 一 号 の表の一 の 項から四 の 項 ま で の金額の欄を次のように改める。
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別 表 第二号の表中 「 六、五O O円 」 を 「 六 、 六 二 O 円 」 に 、 「 二二、0 00円 」 を 「 二 ニ、

四 O 円 」に、「一 九 、 五 O O円 」 を「一 九 、 八 六 O 円 」 に 、 「 二六、0 00円 」 を 「 二 六、 四 八 O

円 」 に改める。

(石 川 県 立 九 谷 焼技術者自 立 支援工房条例の一 部 改正)

第 二十四条石 川 県 立 九 谷 焼技術者自立支援工房条例(平成十 二 年石 川 県 条例第四 十 四 号)

を 次のよ う に改正する。

別 表の一 の 項中三 二、 八五O 円 」を「一 三 、 O 九 O 円 」 に 、「二五、 七一O 円 」を「 二 六 、

一 九 O 円 」 に 、「三 八 、 五 七 O 円 」 を「三 九 、 二 八 O 円 」に、 「 五一、四二O 円 」 を 「五二、 三 八

O 円 」 に 改める。

( 石 川 県 保 健 休養林施設条例の一 部 改正 )

石 川 県 保健休養林施設条例(昭 和 四 十八年 石川 県 条例第二十 八 号)の 一 部 を次のよ う第 二 十 五 条

に 改正する。

別 表 金額の欄を次のよ う に改める。ノ豆~
一 、

額
五

一
四

一
。

。
。
。
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円
円

円
円

ミ主
の 部

p
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( 石 川 県 海の自然生態館条例の一部改正)

第 二十六条石 川 県海の 自然生態館条例(平成五年石川 県条 例第五号)

る
別 表一般の項中「三 O O円」を「 三 二O円」に、「 二七O 円」を「二八O円 」に、「 二 四O円」

加々 ミ主

の 一部を次のように改正す
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( 石 川 県 農 業用物料依頼分析条例の一部改正)

第 二 十 九条石 川県農業用物料依頼分析条例(昭和二 十 五年石川県条例第五十号)の 一 部 を次のよ

う に改正する。

第 二条第一項第一 号 中「千四百九十円」を「千 五百二 十 円」に改め、同項第二 号 イ ωか ら的ま

で の規定中「二千九百九十円」を「三千五十円」に改め、同号イ川中「千四百九十円」を「千五

百 二十円」に改め、同号ロ中「二千九百九十円」を「三千五十円」 に 改め、同号ハ中「千 四百九

十 円」を「千五百二十円」に改める。

(石 川 県湖南運動公園条 例の一部改正)

第 三十条石 川 県湖南運動公園条 例(平成十 三 年 石川県条例第十五号)の 一部を次のように改正す

フ 匂
。

別 表野球場の項中「一、二 九 O 円 」を「 一、 一 一 一一 O 円 」に、 「 二 、 五 八 O 円 」を「二 、 六 三 O

円 」に、「五、一 六O円」を「 五 、 三 六 O 円 」 を「一 八 、 七 O O円 」に、二 六 O 円 」 に 、「一 八 、

一--，

、

一 O O円 」に、「二、一 六 O 円 」 を 「二、二O O円 」に、「一O 、 八 OO 八 O 円 」を「一、

O 円 」を「 一 二 九O円」 を「一、二二O 円」一 、 0 00円 」に改め、同表サッカー場の項中「 一、

に 、「二 、 五八O 円 」を「二、六三O 円 」 に 、「五、一 六 O 円 」 を 「五、二 六 O 円 」に、 「 一 、

八 O 円 」を「一、一 O O円 」に、「二 、 二 OO円」に改め、同表アー チェリー一 六O円」 を「二 、

場 の項中三= o円 」を「三二O 円 」に、「六二O 円 」を「六四O 円 」に、「一 五 O 円 」を「一六

O 円 」 に 、「三 O O円 」 を 「 三 二 O 円 」に、「二、五 八 O 円 」を「二、六三 O 円 」 に、「五、

O 円 」を「五、 一 O O円 」に、「二、一 六 O 円 」 を 「二、二 六 O 円 」 に 、「一、O 八 O 円 」 を「一、

二 O O円 」に改める。

( 石川県漁港管理条例の一部改正)

第 三十一 条 石 川県漁港管理条例(昭和三 十三年石 川県条例第二 十 九号)の 一 部 を次のように改正

す る。
別 表第一 第 一 号 の表係船岸(水深四・五0 メ ートル以上)の 項中「 四 円五O 銭 」を「四円六O

銭 」に改め、同表岸壁物揚げ場の項中「三 円 六O 銭 」を「三円七O 銭 」に、「八円五O 銭 」を「 八

円 七 O 銭 」に改め、同表その他の漁港施設の項中「一円五O 銭 」を「一円六O 銭 」 に 、「二円六

O 銭 」を「二円七O 銭 」に改める。

別 表第 一第二号の表漁港施設用地 の項中「二 円 七 O 銭 」 を 「二円八O 銭 」に改め、同表その他
。

一 ムハ
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の 漁港施設の項中 「五 七 円 七 O 銭 」 を 「 五 八 円 八 O 銭 」 に 、 「 一 、 四 四 O 円 」 を 「 一 、四七O 円 」

に 、 「 七 円三O 銭 」を「 七 円四O 銭 」 に 、「二円三O 銭 」を「 二 円四O 銭 」 に 、 「 三 七円一O 銭 」

を 「 三 七 円 九 O 銭 」に、 「 一二円 三 O 銭 」 を ご二円 六 O 銭 」に、 「 一 四 円 五 O 銭 」を「一 四円七

O 銭 」 に 、 「 二 円七O 銭 」を「 二 円八O 銭 」 に 、 「 二 九 円 一 O 銭 」を「二九円六O 銭 」 に 改める。

別 表第二 第 一号の表備考一及び第二号の表備考三中「 一・ O 八 」 を 「一 こ に改める。

( 石 川 県 道路占用料条例等の一 部 改正)

第 三 十 二 条 次 に掲げる条例の規定中「 一 ・ O 八 」を「 一 ・ ご に改める。

石 川 県 道路占用 料 条例(昭和四十九 年 石川 県 条例第三 十 八号)第二条第二項

石 川 県 国土交通省所管公共用 財 産管理条例(平成 十二 年石川 県 条例第二十 号 )第十条第三 項

及 び第四 項

石 川 県 海岸占用料等徴収条例(平成十二年石川 県 条例第二十 一 号)第三条第二項及び第三項

四 石 川 県 港湾区 域 内及び港湾隣接地 域 内における行為の規制 等 に関する条例(平成十二年石川

県 条例第二十三号)第七条第三項及び第四 項

(石 川 県 港湾施設管理条例 の 一 部 改正)

石 川 県 港湾施設管理条例(昭和 三 十年 石 川 県 条例第十 号 ) の 一部を次のよ う に改正す第 三十三条

る
別 表第一 使 用 料 の欄を次のよ う に改める。

航船舶内
航船舶内

外航船舶
航船内舶

外航船舶

金

使

?尺
一

一

七円
円

一
四

一
。

一
銭

四円
ノ九円、

長支
七円

入F円¥
 

五ノ円
、

五円

加算
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港

七銭四
一

銭七
銭四

。
。

。
銭

銭
銭

用

航
船
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内
外
航
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舶
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内
外
航
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舶
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内
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船
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内

外
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舶
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航
船
舶
内
外
航
船

舶
他その

航
船
舶
内
外
航
船

舶
尾七港

そ の 他

一
一

一
一

の
円
円

七円
円四

一
i巷

料

九四円
。。

-
0

 

ノ九円、
銭
銭

銭
銭
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四円

七円
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一
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円
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四
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同 相 同問 ω 円 相 ω 」 4 NC E ( 決 議司) 剖 期 ミ主緬 bラ 加々
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内
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航
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航船舶
航
船
舶
内
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航船舶
航
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舶
内
外

航船舶
航
船
舶
内
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航船舶

語
舶

舶
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一
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一
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御
供
田
御
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御
供
回
御
供
目
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一
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級
級

級
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級
級
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級

級
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加
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一
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加
算
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五
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一
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0
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一
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同 相 同問 ω 円 相 ω 」 4 NC E ( 決 議司) 剖

内
外

航
航

船
船

舶
舶 一 六 O 、

一 七六、

0 00円

0 00円
緬 期 加々bラ

内
外

航
航

船
船

舶
舶 一 八 O 、 0 00円

一 九 八、 0 00円

内
外

航
航

船
船

舶
舶 二 O O、 0 00円

二 二 O 、 0 00円

四 七、

五 二 七 、九六O 円

五 一 八 円

五 三 三 、九八O 円

九 O 、

一 一 一 一
、

一 O 円 八九銭

一 四 円二O 銭 に、三0 セ ンチメートルを超

え る内径一0 セ ンチメートルにつき三 円 三

一 銭 を加算した額

五 四円四六銭

五
る
七

銭
内
ー

を
径
円

加
一
一

算
0
銭

し
セ
に

~
ン

額
チ
三

メ
O
l
セ
ト
ン

ル
チ
に
メ
つ
l

き
ト
ー
ル
六
を
円
超
五
え

七 O 円 四八銭

三 、五二 四 円

三 円 七三銭

三 七円三 七 銭

別 表第二使用料の欄を次のように改める。

使 用 料
九 六 O 円

四 、七二 O 円

四 七、 二 OO円

七 一 O 円

三 、六二O 円

ニ ム ハ、 二 OO円

一 、九七O 円

九 、九O O円

九 九、 0 00円

一一 、 二 O O円

一 一
、

0 00円

。 0 00円

二 、四一O 円

一 O 円 八九銭

一 四円二O 銭 に、三0 セ ンチメートルを超

え る内径一0 セ ンチメートルにつき三 円 三

一 銭を加算した額

五 四円四六銭

五
る
七

銭
内
ー

を
径
円

加
一
一

算
0
銭

し
セ
に

た
ン
、

額
チ
三

メ
O
l
セ
ト
ン

ル
チ
に
メ
つ
l

き
ト
ー
ル
六
を
円
超
五
え

七 O 円 四八銭

三 、 五 二 四 円

三 円 七三銭

三 七円三 七 銭
ミ主 C
心 ー
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加
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る
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、
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七

ク
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0
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心 心。 同 相 同問 ω 円 相 ω 」 4 NCE( 決議司 剖 緬 吟棚田 加々 ミ主



同 相 同問 ω 円 相 ω 」 4 NC E ( 決 議司) 剖 緬 期 ミ主bラ 加々

す る 。

石 川県都市公園条例(昭和三十九年石川県条例第五十九号)の 一 部 を次のよ う に改正第 三十五条

ー
一
寸

別 表第 一第一項の表中

七
一、

七
四

)¥
 
一

円
一
。

円
円

別 表 第 一 第 二 項の表中「三七二、

ー
ー
「

を

七
、

四
七

四
一

四
五

。
。
。

円
円

円
し
一
一

に 改める。

L
一一

一--，

、

一 七 O 円 」に改める。

二 二 O 円 」を「三 七 九、 一 五三円」を一 二 O 円 」に、「 一、

三
アー

1

別 表 第 一 第 三項の表中「五二円」を「五 三 円 」 に 、 「九二O 円 」を「 九六O 円 」に改める。

士一
1

別 表第 一第四 項 の表中

一
一

四
九

九
、

、
、

、

四
ノ四、

一
一

四
九

。
七

J¥
 

J¥
 
。

。
。
。

人円
。
。
。
。
。

円
円

円
円

円
円

円
円

別 表第二 中 ヲ 二 O 円 」を「三二O 円 」に改める。

別 表 第三中 三二O 円 」 を 「一一一一 一 O 円 」 に 改める。

を

一
一

四
九

九
一

一
、

、
、

、

四
九四

七七
七

七
四

九九
五

人
五

五
五

。
。
。
。
。
。
。
。
。

円
円

円
円

円
円

円
円

円
|

に 改める。

L
一
一

別 表第四水泳プ l ル の 項 中「ムハ二O 円 」 を 「 六 四 O 円 」に、「四一O 円 」を「四二 O 円 」に、「 三

一 O 円 」を「三 二 O 円 」に、「二 O O円 」をコ二O 円 」に改め、同表駐車場の項中「八三O 円」

を 「八五O 円 」に、「四一O 円 」を「四二O 円 」に、「一五O 円 」 を コ六O 円 」に改め、同表ボl

一
一
寸 、

O 九 O 円 」に、「 一 、

ト の 項及、び自 転車 の項中ヲ二O 円 」を「 一 二二 O 円 」に改め、同表 バ ー ベキュ ー 用野外炉の項 中

O 三 OO 五 O 円 」 を 「 二 、 五 六 O 円 」を「一、六O O円 」に、 「 一 、

O 七 O 円 」に改め、同表デイキャンプ 広場野外炉の項中 「 一 、円 」を「一、 八 五 O 円 」を「一、

八 八 O 円 」に改め、同表オi ト キャンプ場の項中「五、

O 五 O 円 」 を「二 、

一 四 O 円 」を「五、一 二 二 O 円 」に、 「 二 、

O 九 O 円 」に、「一、 O 二 O 円 」 を「一 、

五 七 O 円 」 を 「 二 、 六 一 O 円 」 に 改め、同表フリ !テン トサイト の 項中「 二 、

。 四 O 円 」 に改める。

五 六 O 円 」を「一、六O O円 」に、三一一O 円 」を「一二 二 O 円 」別 表第五第一項の表中「一、

に 、「一五O 円 」を「一 六 O 円 」 に改める 。

に 改める。

別 表第 五 第 二 項の表中「五三O 円 」を「五四O 円 」に、「二 、 一 六 O 円 」を「二 、二O O円 」
乙心 w
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同 相 同問 ω 円 相 ω 」 4 NC E ( 決 議司) 剖 期緬 bラ

別 表第六金額の欄を次のように改める。
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に 改める。

L
一一

別 表第八中

ー
一
寸

八 二 O 円 二 六、四四O 円一 一 一、 五 六 O 円 一 五、

ー
←
1

一 三、八一 O 円 一一 六 、九二O 円 。一 ム ハ、 。 円

( 石 川 県 水道用水供給条例の一部改正)

第 三十六条石 川 県水道用水 供給条例(昭和五十五年石川 県 条例第二 十 八号)
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改 める。

別 表 第三 号 の表中「二、一 六 O 円 」 を コっこ0 0円 」に、「一、六四O 円 」 を 「 一 、 六七O

円 」 に 、 「 一 、 一 三 O 円 」 を 「 一 、 一 五 O 円 」に、「六一 O 円 」を「六二O 円 」に改める。

( 石 川 県 立生涯学習センター 使 用料条例の一 部 改正)

石 川 県 立生涯学習センター 使 用料条例(昭和四十一 年 石川 県 条例第二十 三 号)の 一 部第 三 十 九 条

を 次のよ う に改正する。

別 表使用 料 の欄を次のよ う に改める。
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( 石 川 県 立白山青年の家使用 料 条例の一 部 改正)

石 川 県 立白山 青 年の家使用料条例(昭和四十四 年 石川 県 条例第四十七号)の 一 部 を次の第 四十条

よ う に改正する。

別 表宿泊料の項中「 三 四 O 円 」を「三五O 円 」 に 、「七八O 円 」を「七九 O 円 」 に 改め、同表

食 事料の項中「三六O 円 」 を コニ七O 円 」 に、「四 八 O 円 」 を 「 五 O O円 」 に 、「六五O 円 」 を 「六

七 O 円 」 に改める。

( 石 川 県 立少年自然の家使用 料 条例の一部改正)

石 川 県 立少年自然の家使用 料 条例 ( 昭和四 十 八 年石川 県 条例第二十四 号 ) の 一部を次第 四 十 一 条

の よ う に改正する。

別 表 食事料の項中「三六O 円 」 を 「 三 七 O 円 」 に 、「四 八 O 円 」 を 「五O O円 」 に 、 「 六五O 円 」

を 「 六 七 O 円 」に改め、 同 表寝具料の項及びスキ l 用 具料の項中「 二 O O円 」 を 「一 一一 O 円 」 に

改 め、同表大型カヌl 科 の項中「六三O 円 」 を 「 六 四 O 円 」に改め、 同表 小 型 カ ヌ I 料 及、びボl

ト 料 の項中「二 O O円 」 を 「一 三 O 円 」 に 改める。

ι dJ  

問 問 員
リ

( 施行期日)
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こ の条例 は 、平成 三 十 一 年 十月一日か ら施行す る 。ただし 、 第 二条中石川 県 立能楽堂条例別 表

の 改正規定(別 表 第六号の表特設舞台の項を削 る 改正規定に限る。)は、平成三 十 一年四 月 一 日

か ら施行 す る。

( 石 川 県 産業展示 館 条例 の 一部改正 に 伴う経過措置)
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第 三十二条の規定の施行の際現に港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一 項

の 許可を受けて同項第一 号 の占用をし、又は同項第二号の土砂の採取をしている者から徴収する

当 該許可の期間に係る占用料又は土砂採取料については、なお従前の例による。

( 石川県港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)

第 三十三条(石川県港湾施設管理条例別表第一の改正規定に限る。 以 下同じ。 ) の 規定の施行10
 

の 際現に同条の規定による改正前の石川県港湾施設管理条例の規定に基づき港湾施設の使用の許

可 を受けている者から徴収する当該許可の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

( 石川県水道用水供給条例の一部改正に伴う経過措置)

11
 

第 三十六条の規定による改正後の石川県水道用水供給条例第五条第二項の規定にかかわらず、

第 三十六条の規定の施行の目前から継続して供給している水道用水で同日から平成三十一年十月

三 十 一 日 までの聞に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の

例 による。

民 生委員の定数を定める条例の一 部 を改正する条例をここに公布する。

平 成コ 一 十一年三 月 二 十 日

石 川 県 知 事 本 正谷

石 川県条例第四号

民 生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例

民 生委員の定数を定める条例(平成二 十 六年石川県条例第四十六号) の 一部を次のように改正す

る

本 則の表小松市の項中「二百五十人」を「二百五十二人」に改め、同表輪島市の項中「百三十四

人 」 を 「 百 三十五人」に改め、同表加賀市の項中「百九十八人」 を 「百九十九人」に改め、同表か

ほ く市の項中「八十七人」 を 「八十八人」に改め、同表能美市の項中「九十一人」を「九 十三 人 」

に 改め、同表野々市市の項中「九十八人」 を 「九十九人」に改め、同表志賀町の項中「八十五人」

を 「八十八人」に改める。

附 員リ

こ の条例は、平成三 十 一年十二月一日から施行する。

介 護医 療院の人 員 、 施設及び設備並びに運営 に関する基準を定める条例 の一部を改正 する条例 を

こ こに公布する。

平 成 コ 一 十一年三 月 二 十 日

石 川 県 知 事 谷 本 正

憲
憲
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石 川県条例第五号

介 護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正

す る条例

介 護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 を 定める条例(平成三十年石川県条例

第 七号)の 一部を次のように改正する。

第 三十三 条 第三項を次のように改める。

3
 

介 護医療院の管理者は、次に掲げる業務を委託する場合は、当 該 業務を適正に行う能力のある

者 として規則で定める基準に適合するものに委託しなければならない。

臨 床検査技師等 に 関する法律(昭和三 十 三年法律第七十六 号 ) 第 二 条に規定する検体検査の

業 務
医 療機器又は医学的処置の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の業務

医 薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第

百 四十五号)第二条第八項に規定する特定保守管理医療機器の保守点検の業 務

四 医 療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業 務 (高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第

二 百 四号)の 規定により高圧ガスを製造又は消費する者が自ら行わなければならないものを除

附 員リ

こ の条例は、公布の日から施行する。

石 川 県 病院事 業 の設置等 に 関する条例の一 部 を改正する条例 を こ こ に 公布する。

平 成コ 一 十一年三 月 二 十 日

石 川 県 知事 本 正谷

石 川県条例第六号

石 川県病院事 業の 設置 等 に関する条例の一部を改正する条例

石 川県病院事業の設置等に関する条例(昭 和四十一年石川県条例第五十三号) の 一 部 を次のよう

に 改正する。

別 表第一予防接種料の項中「 - O 八 」を「一・ご に 改め、同表消毒料の項中コ六O円」を

「 一六四円」に、「七五円」 を 「七六円」 に 改め、同表洗濯料の項中「一四四円」を「一 四 六円」

に 、「七二 円 」を「七三 円 」 に 、 「 六 六 円」を「六八円」に改め、同表 特 別施設利用料の項中コ 二 、

六 O O円 」 を つ = 寸 0 00円 」に、コ二、九六O 円 」を「二ニ 、 二 O O円 」に、「六、四八O 円 」

を 「六、六O O 円 」 に 改め、同表寝具等 使 用料の項中三二 O 円 」をコニ二O 円 」 に 改め、同表非
乙
心
にp

憲
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紹 介患者等加算 料 の項中「五、0 00円 」を「五、O 九 O 円 」に、ヲ一、0 00円 」を「三、O 五

O 円 」に、「二 、 五 O O円 」を「 二 、五四O 円 」に、「一、五O O円 」を「一、五 二 O 円 」に改め、

同 表特別長期入院科(厚生労働大臣が定める状態等にある者に係るものを除く。) の 項中「一・O

八 」を「一・こに改め、同表に次のように加える。

駐 車場利用料

石 川県立中央病院の駐車場を利用し

た 場合

入 場一回につき入場した時から三

十 分を超える時間三十分までごとに

一O O円

別 表第一備考に次のように加える。

駐 車場利用料の徴収については、石川県立中央病院(駐車場を除く。 ) を利用した場合

を 除く。

別 表第二診断書の項中「四、二九O 円 」を「 四 、三七O 円 」に、「一 、 八三O 円 」を「一、八六

O 円 」に、「三 、 六五O 円 」を「三、七一O 円 」に改め、同表証明書の項中「一、八三 O 円 」 を 「 一 、

八 六 O 円 」に改め、同表死体検案書 の 項中「七、三 二 O 円 」を「 七 、四五O 円 」に改め、同表診察

券 (プラスチックカl ド の再発行の場合に限る。 ) の 項中「二O O円 」をつ二 O 円 」に改める。

附 員リ

l
 

こ の条例は、平成三 十 一年十月一日から施行する。 た だし、別表第一 に 駐車場利用料の項を加

え る改正規定及び同表備考に次のように加える改正規定並びに次項の規定(駐車場利用料に係る

部 分に限る。 ) は、規則で定める日から施行する。

2
 

改 正後の別表第一 の 規定は、この条例の施行の日(駐車場利用料にあっ て は、前項ただし書の

規 則で定める日)以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料について

は 、なお従前の例による。

い し か わ子ども総合条例 の 一 部 を改正する条例 を こ こ に 公布する。

平 成コ 一 十 一 年 三 月 二 十 日

石 川 県知 事 本 正谷

石 川県条例第七号

い しかわ子ども総合条例の一部を改正する条例

い しかわ子ども総合条例(平成十九年石川県条例第十八号)の 一部を次のように改正する。

第 五十一条の次に次の一 条 を加える。

( 青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)

第 五十一条の二何 人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行ってはならない。

青 少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノ
憲
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こ の条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

石 川 県 保育環境整備基金条例の一 部 を改正する条例 を こ こ に 公 布 す る。

平 成 コ 一 十一年三 月 二 十 日

石 川 県 知事 谷 本 正

石 川県条例第八号

石 川 県保育環境整 備 基金条例の一 部 を改正する条例

石 川県保育環境整備基金条例(平成二 十 一年石川県条例第三号)の 一部を次のように改正する。

附 則第二 項 中 「 平 成三十一年三 月 三十一日」 を 「平成三 十 三 年 三 月 三 十 一 日 」に改める。

附 員リ

こ の条例は、公布の日から施行する。

児 童 福 祉 施 設の設備及び運営に関する基準を定める条例 の 一部を改正する条例 を こ こ に 公布す

る

平 成 コ 一 十 一 年 三月二十日

石 川 県 知事 谷 本 正

石 川県条例第九号

児 童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

児 童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年石川県条例第六十二号)

の 一部を次のように改正する。

第 二十六条第五項及び第三十五条第四項中「の学部で」を「(短期大学を除く。 ) において」に改

め る。
第 五十四条第二項第五号中「学校教育法の規定に基づき、」を「教育職員免許法(昭和二 十 四年

法 律第百四十七号)に規定する」に、「となる資格」を「の免許状」 に 改める。

第 五十八条第五項中「の学部で」を「(短期大学を除く。) において」に改める。

第 六十条第一項第四号中「の学 部 で」を「(短期大学を除く。 次 号において同じ。 ) において」に

改 め、同項第五号中「の学部で」を「において」に改め、同項第九号中「学校教育法の規定に基づ

き 」を「教 育職員免許法に規定する幼稚園」に、「となる資格」を「の免許状」 に 改める。

第 六十八条第十項中「の学部で」を「(短期大学を除く。) において」に改める。

第 九十二条第三項及び第百条第五項中「の学部で、心理学を」 を 「 ( 短期大学を除く。 以 下この

項 において閉じ。 ) において、心理学を」に、「の学部で、心理学に」を「において、心理学に」に
憲

憲
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改 める。

第 百二条第一 項 第四号中「学校教育法に基づく大学 の 学部で」を「学校教育法に基づく大学(短

期 大学を除く。 以 下この号において同じ。) において」に、「同法に基づく大学の学部で」を「同法

に 基づく大学において」に改め、同項第八号中「学校教育法の規定に基づき、」を「教育職員免許

法 に規定する」に、「となる資格」を「の免許状」に改める。

附 則

こ の条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

石 川 ウ ッ ド センタ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 する条例 を こ こ に 公 布 する。

平 成 コ 一 十 一 年 三 月 二 十 日

石 川 県 知 事 谷 本 正

石 川県条例第十号

石 川 ウッドセンター条例の一部を改正する条例

石 川ウッドセンター条例(平成三 年 石川県条例第七号)の 一 部 を次のように改正する。第 一 条
別 表 木 材乾燥機の項中「八三 O 円 」 を 「四、二五O 円 」に改める。

第 二 条 石 川ウッドセンター条例の一部を次のように改正する。

別 表木材用強度試験機の項中「九八O 円 」 を 「一、0 00 円 」に、「六、六O O円 」を「六、

七 二 O 円 」に改め、同表木材乾燥機の項中「四、 二 五 O 円 」 を 「四、三二 O 円 」に改め、同表木

材 加工機械及び測定機器の項中「 五 、五三 O 円 」 を 「五、六三O 円 」に改め、同表研修室 の 項中

二 O O円 」 に 、「四、一 八 O 円 」を「 四 、 二 七 O 円 」 に 、「七、三 一 Oー
ー
寸 、

一 三 O 円 」を「三、

円 」を「 七 、四七O 円 」に改め、同表冷暖房装置の項中「九三O 円 」を「 九 六 O 円 」に、「一、

二 八 O 円 」に、「 二 、 一 八 O 円 」を「二 、 二 四 O 円 」に改める。二 五 O 円 」を「一 、

ふ JJ

附 川 員リ

こ の条例は、平成三 十 一年十月一日から施行する。 た だし、第一 条 の規定 は 、平成三十一 年 四月

一 日 から施行する。

森 林環境譲与税基金条例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 コ 一 十一年三 月 二 十 日

石 川 県 知 事 本 正谷

石 川県条例第十一号

d
込 w
 

憲
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( 設置)

第 一条
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森 林環境譲与税基金条例

( 積立て)

( 以下「基金」という。) を設置する。

森 林整備を実施する市町の支援等に関する経費の財源に充てるため、森林環境譲与税基金

第 二 条

( 管理)

と いう。)で定める額とする。

基 金として積み立てる額は、一 般会計歳入歳出予算(第四条及び第五条において「予算」

第 三 条 基 金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により運用しな

け ればならない。

基 金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。2
 

( 運 用益金の処理)

基 金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第一 条 の経費の財源に充てるものとする。第 四条
た だし、この基金に編入することを妨げない。

第 五条
( 繰 替運用等)

知 事 は 、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及、び利率を定めて

基 金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運

( 処分)

用 することができる。

第 六条
き る 。

( 委任)

第 七条

基 金は、第一 条 の経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することがで

こ の条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附 員リ

こ の条例は、平成三十一 年 四月一 日 から施行する。

石 川 県 建築基 準 条例 の 一部を改正する条例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 コ 一 十一年三 月 二 十 日

石 川 県 知 事 本 正谷

石 川県条例第十二号

石 川県建築基準条例の一部を改正する条例

石 川県建築基準条例(昭和四十九年石川県条例第六 十 七号)の 一部を次のように改正する。
憲
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第 一条及び第二 条 第一項中「第四十三条第二項」を「第四十 三 条第三 項 」に改める。

ふ 叶J
附 川 員リ

こ の条例は、公布の日から施行する。

石 川 県 証紙条例 の 一 部 を改正する条例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 コ 一 十一年三 月 二 十 日

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川県条例第十三号

石 川県証紙条例の一部を改正する条例

石 川県証紙条例(昭和三十九年石川県条例第二 十 四号)の 一 部 を次のように改正する。

第 七条第二項中「 千 分の九百七十四・O 八 」 を 「千分の九百七十三 ・ 六」に、「千分の九百七十

八 ・四」 を 「千分の九百七十八」に改め、同条第三 項 ただし書 中 「千分の九百七十八・四」を「千

分 の九百七十八」に改める。

' 十寸a ・

附 川 員リ

こ の条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

石 川 県 警 察 の警察署設置条例 の 一 部 を改正する条例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 コ 一 十一年三 月 二 十 日

石 川 県 知 事 本 正 憲谷

石 川県条例第十四号

石 川県警察の警 察 署設置条例の一部を改正する条例

石 川県警 察 の警察署設置条例(昭和二 十 九年石川県条例第四十二 号 ) の 一 部 を次のように改正す

る

別 表付表三中「金石本町」の下に「、金石通町、金石下本町、金石味噌屋 町 」を、「 直 江 北 一 丁

目 」の下に「、直江東一丁目、直江東二丁目、直江西一丁目、直江南一 丁 目、直江南二 丁 目」を加

え る。
附 員リ

こ の条例は、公布の日から施行する。

公 立 学 校職員 の 特殊勤務手 当 に 関する条例 の 一 部 を改正する条例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 コ 一 十 一 年 三 月 二 十 日
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本 正石 川 県 知 事 谷

の 一 部 を次の

本 正

石 川県条例第十五号

公 立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一 部 を改正する条例

公 立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和一一 一十一年石川県条例第二十九号)

よ うに改正する。

第 十条の四第二項第四号中「三千六百円」を「二 千 七百円」に改める。

附 員リ

石 川県教職員定数条例(昭和四十四年石川県条例第十三 号 ) の 一 部 を次のように改正する。

人 」に改める。

附 員
U

こ の条例は、規則で定める日から施行する。

石 川 県 教職員定数条例 の 一部を改 正 する条例 を こ こ に 公布する。

平 成コ一十一年三月二十日

石 川 県 知事 谷

第 二 条 第一項第一 号 中「二 千 七百八十八人」を「二 千 七百八十四人」に改め、同条第二 項 第一号

こ の条例は、平成三 十 一年四月一 日 から施行する。

石 川県条例第十六号

石 川県教職員 定 数条例の一部を改正する条例

中 「六千百四十六人」を「六千百十五人」に改め、同項第 二号 中「二 百 七十五人」を「二 百 七十 一
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